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► 法人版事業承継制度
中小企業の承継の円滑化

免税・猶予で税負担を最小限に
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法人版事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続

等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者

の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。

この制度には、平成21年の税制改正によってつくられた「一般措置」と、平成30年度税制改正により、これまでの一般措置に加えて、

10年間の期間限定の「特例措囲」があります。 (https:/ /www.nta.go.jp/taxes/sh iraberu/taxanswer /zoyo/ 4439.html 

一
駐

［先代経営者等】碍こ品品こ二ヒ四王］息厚』
出典：国税庁パンフレット

一般措置 特例措置

事前の計画策定等 不要
特例承継計画の提出

平成30年4月 1 日から令和6年3月31 日まで

適用期限 なし
次の期間の贈与・相続等

平成30年1 月 1 日から令和9年12月31 日まで

対象株数 総株式数の最大3分の2まで 全株式

納税猶予割合 贈与： 100％相続等：80% 100% 

承継のパターン 複数の株主から1人の後継者 複数の株主から最大3人の後継者

雇用確保要件
承継後5年間

弾力化
平均8割の雇用維持が必要

事業の継続が困難な事由が なし
あり

生じた場合の免除 （猶予税額を納付）

相続時精算課税の適用
60歳以上の者から18歳以上の推定相続人（四系卑霞）・孫への贈与 60歳以上の者から18歳以上の者への贈与
※令和4年3月31 日以前の贈与については20歳以上 ※令和4年3月31 日以前の贈与については20歳以上. 裏面へ続く→
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図非上場株式等についての贈与税の納税猶予及ひ免除の流れ............................................................................................... 
特例承継計画の策定

事

特例承継計画の提出・確認

＿夏
贈与

事
都道府県知事の円滑化法の認定

贈与税の申告期限

I 
事業の継続 (5年間）
・代表者であること
•株式等の保有継続等

事業の継続 (5年経過後）
株式等の保有継続等

贈与者（先代経営者等）の死亡等
「免除届出書J「免除申請書」の提出

会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画」を策定します。
※「一般措置」については、特例承継計画の策定は不要。

「特例承継計画」に認定経営革新等支援機関（税理士、商工会、商工会議所等）の所見を記載の上、令和6年3月
31 日までに都道府県知事に提出し、確認を受けます。

贈与者（先代経営者等）から、全部または一定数以上の非上場株式等の贈与を受けます。
※非上場株式等とは、中小企業者である非上場会社の株式または出資（医療法人の出資は含まない）をいう。

会社の要件、受贈者（後継者）の要件、贈与者（先代経営者等）の要件を満たしていることについての都道府県知

事の「円滑化法の認定」を受けてください。
※「円滑化法の認定」を受けるためには、贈与を受けた年の翌年1 月15日までにその申謂を行う必要がある。

贈与を受けた年の翌年の2月1 日から3月 15日までに、この制度の適用を受ける旨を記戴した贈与税の申告書および一定の
書類を税務署に提出するとともに、納税が猶予される贈与税額および利子税の額に見合う担保を提供する必要があリます。

甲告後も引き続きこの制度の適用を受けた非上場株式等を保有すること等によリ、納税の猶予が継続されます。し
かし、この制度の適用を受けた非上場株式等を譲渡するなど、一定の場合（確定事由）には、納税が猶予されてい
る贈与税の全部または一部について利子税と併せて納付する必要があl)ます。
※確定事由に該当することとなった巳から2か月を経過する日までに納付する必要がある。

引き続きこの制度の適用を受けるためには、「継続届出書」に一定の雹類を添付して税務署に提出する必要があり
ます。「継続届出書Jの提出が無い場合には、猶予されている贈与税の全額と利子税を納付する必要があります。
※（特例）経営贈与承継期問内（申告期限の翌日以後5年を経過する日まで）は毎年、その期間の経過後は3年ごとに提出する。

贈与者（先代経営者等）の死亡等があった場合には、「免除届出書」・「免除申請書」を提出することにより、納税が
猶予されている贈与税の全部または一部について納税が免除されます。

※詳細は、国税庁HP参照（https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-133_01.pdf) 

国非上場株式等についての相網税の納税猶予及ひ免除
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

特例承継計画の策定

特例承継計画の提出・確認

会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画」を策定します。
※「一般措置」については、特例承継計画の策定は不要。

「特例承継計画」に認定経営革新等支援機関（税理土、商工会、商工会議所等）の所見を記載の上、令和6年3月

31 日までに都道府県知事に提出し、確認を受けます。

相続開始

重
都道府県知事の円滑化法の認定

相続税の申告期限

I 
事業の継続 (5年間）
・代表者であること
•株式等の保有継続等

事業の継続 (5年経過後）
株式等の保有継続等

後継者の死亡等
「免除届出書」「免除申請●」の提出

相続開始後に、会社の要件、相続人等（後継者）の要件、被相続人（先代経営者等）の要件を満たしていることにつ

いての都道府県知事の「円滑化法の認定」を受けてください。
※「円滑化法の認定」を受けるためには、相続開始後8か月以内にその申請を行う必要があリます。

相続税の申告期限までに、この制度の適用を受ける旨を記載した相続税の申告書および一定の雷類を税務署へ提
出するとともに、納税が猶予される相続税額および利子税の額に見合う担保を提供する必要があります。
※申告期限••相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内。

申告後も引き続きこの制度の適用を受けた非上場株式等を保有すること等によリ、納税の猶予が継続されます。し
かし、この制度の適用を受けた非上場株式等を譲渡するなど、一定の場合（確定事由）には、納税が猶予されてい
る相続税の全部または一部について利子税と併せて納付する必要があi)ます。
※確定事由に該当することとなった日から2か月を経過する日までに納付する必要がある。

引き続きこの制度の適用を受けるためには、「継続届出書」に＿定の鬱類を添付して税務署に提出する必要があり

ます。「継続届出書」の提出が無い場合には、猶予されている相続税の全額と利子税を納付する必要があリます。
※（特例）経営承継期間内（申告期限の翌日以後5年を経過する日まで）は毎年、その期問の経過後は3年ごとに提出する。

後継者の死亡等があった場合には、「免除届出書j・「免除申講書」を提出することにより、納税が猶予されている相
続税の全部または一部について納税が免除されます。

※贈与者（先代経営者等）が死亡した場合の取扱いについては、国税庁HP参照 (https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-133_01.pdf)
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①事業承継・引継ぎ補助金 (https:// jsh.go.jp/) 
事業承継・引継ぎ補助金は、事業承継を契機として新しい

取り組み等を行う中小企業等及び、事業再絹、事業統合に伴

う経営資源の引継ぎを行う中小企業等を支援する制度です。

①経営革新、②専門家活用、③廃業・再チャレンジの3つの分

野で補助金の申請ができます。

②事業承継•引継き支援センター(https://shoukei.smrj.go.jp/) 
国が設置する公的相談窓口です。親族内への承継も、第

三者への引継ぎも、中小企業の事業承継に関するあらゆる相
談に対応しています。

③事業承継マッチング支援
(https://www.jfc.go.jp/n/finance/jigyosyokei/matching/index.html) 

日本政策金融公庫では後継者がいないことなどを理由に

「事業を譲り渡したい」人と、創業や新分野進出等を目的に「事

業を譲り受けたい」人をつなぐ無料のマッチングサービスを提
供しています。
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